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防火への誓いを新たに、木曽川に一斉放水しました。（関連記事4ページ） 
＝1月12日笠松みなと公園にて 

かさまるちゃん（左）が初めてお兄ちゃんのかさまるくん（右）にチョコをあげました。 
町マスコットキャラクターイラスト募集中（詳しくは最終ページ） 
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第４回笠松町議会定例会議決結果 
（12月5日開会　12月17日閉会） 

第６６号　笠松町総合特別区域法第２３条第１項
の規定に基づく準則を定める条例 

㈱光製作所本社工場区域が、国際共同開
発航空機の生産に対応できる区域として、国
際戦略総合特別区域（アジアNo.１航空宇宙
産業クラスター形成特別区域）の内閣総理大
臣認定を受けたことに伴い、今後発展が見込
まれる国際共同開発航空機などの生産体制の
整備を推進するため、工場立地法に基づく緑
地面積割合などの基準を緩和する規定整備 
第６７号　笠松町定住促進条例の一部を改正

する条例 
定住促進事業を３年間延長し、平成２９年

１月１日までに住宅を取得し入居した者を助成
対象とする規定整備 
（詳しくは９ページを参照） 
第６８号　笠松町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例等の一部を改正する条例 
民間の労働時間との均衡を考慮して、国家

公務員をはじめ岐阜県や他の市町村の勤務
時間が週４０時間勤務から週３８時間４５分勤
務に変更された状況を踏まえ、平成２６年４月か
ら職員の勤務時間を１日１５分短縮することに
伴う関係条例の所要の規定整備 
第６９号　笠松町税条例の一部を改正する条例 
地方税法施行令などの一部改正により、個

人住民税の特別徴収制度や「株式等に係る
譲渡所得等」の分離課税制度が見直された
ことなどに伴う所要の規定整備 
第７０号　笠松町行政財産の目的外使用にかか

る使用料徴収条例の一部を改正する
条例 

第７４号　笠松町道路占用料徴収条例の一部を
改正する条例 

第７５号　笠松町下水道条例の一部を改正する
条例 

第７６号　笠松町水道事業給水条例の一部を改
正する条例 

第７０号、第７４号、第７５号、第７６号は、消費
税法の一部が改正され、平成２６年４月１日から
消費税率が８％に引き上げられることに伴う所
要の規定整備 

第７１号　笠松町小学校及び中学校の設置に関
する条例の一部を改正する条例 

笠松中学校新屋内運動場の施設使用料を
新たに設定することに伴う所要の規定整備 
第７２号　笠松町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例 
地方税法施行令などの一部改正により、「株
式等に係る譲渡所得等」の分離課税制度が
見直されたことなどに伴う所要の規定整備 
第７３号　笠松町産業振興支援条例の一部を改

正する条例 
産業振興支援事業を３年間延長し、平成２９年

１月１日までに新たに事業所の設置や設備投
資をした事業者を助成対象とする規定整備 
（詳しくは９ページを参照） 
第７７号　町道の路線認定 

宅地開発により設置された北及地内の私有
道路を町道編入することに伴う路線認定（北
及６３号線） 
第７８号　平成２５年度笠松町一般会計補正予算 
　補正額 ６８,７４０,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７,０６９,１７６,０００円 

［主な補正内容］ 
・県の助成を得て、笠松競馬の競走馬を広告
塔として町の観光資源をPRすることに伴い、
事業を実施する笠松競馬振興イベント実行
委員会に助成する費用の増額 

・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、寄
附者にお送りする「お礼の品」購入費用の
増額 

・伴巌氏（門間）からの老人福祉事業を目的
とした指定寄附を「伴健康長寿基金」に積
立てを行う費用の増額 

・入所児童の増などに伴う保育所運営負担
金や広域入所負担金、障がい児保育支援
事業補助金、一時預かり保育支援事業補
助金の増額 

・社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院
からの笠松町サッカー場事業支援を目的と
した指定寄附を財源充当 
・前年度繰越金の一部を財政調整基金に積
立てを行う費用の増額 
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笠松中学校生徒が考えたメニューの給食を食べました 
学校給食メニューコンクール 

第７９号　平成２５年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算 

　補正額 ８０,４１２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,７１０,２７０,０００円 

［主な補正内容］ 
・前年度の国、県補助金などの精算に伴う返
還費用の増額 

・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金
に積立てを行う費用の増額 

第８０号　平成２５年度笠松町下水道事業特別
会計補正予算 

　補正額 ３,１１１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ９４２,００６,０００円 

［主な補正内容］ 
・汚水桝設置工事の労務単価や建築資材な
どの単価高騰に伴う工事請負費の増額 

第８１号　平成２５年度笠松町一般会計補正予算 
　補正額 ８,１６１,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ７,０７７,３３７,０００円 

［主な補正内容］ 
・日赤奉仕団 下羽栗分団からの社会福祉事
業を目的とした指定寄附を社会福祉基金に
積立てを行う費用の増額 

・歴史民俗資料館建替えに伴う設計費用な
どの増額 

第８２号　中国による防空識別圏の設定の即時
撤回を求める決議 

［すべて可決］ 
 

寄　附 
なごみの会 現金　３万円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただ
きます。 

　（公財）県学校給食会主催の「児童生徒が考
えた学校給食メニューコンクール」に県内の児童
生徒から４５７点の応募作品が寄せられた中から、
笠松中学校１年の安藤名月さんの考案した「え
だまめのかきあげ」を１２月１８日の給食の献立メ
ニューとして、町内の小・中学校で食べました。 
　安藤さんを含む町内小・中学生の受賞作品は
次の皆さんです。　　　　　　　　　（敬称略） 
≪小学生の部≫ 
〈優秀賞〉 
 主食 松枝小学校６年　三品美咲 ヘルシーちらしずしmini 
 主菜 松枝小学校６年　三品仁美 ふわっと夏野菜オムレツ 
≪中学生の部≫ 
〈優秀賞〉 
 主食 笠松中学校３年　安達隼太 トマトスパゲッティ（シーフードミックスばん） 
 主菜 笠松中学校３年　林　華那 豚キムチ春巻き 
 副菜 笠松中学校２年　吉田彩乃 枝豆入りレンコンもち 
 デザートその他 笠松中学校１年　松原悠衣 枝豆チーズCAKE 
〈アイデア賞〉 
 主菜 笠松中学校１年　安藤名月 えだまめのかきあげ 
  笠松中学校１年　小見山佳奈 えだ豆たっぷりぎふっ子だいすき!!一口肉だんご 
  笠松中学校１年　都竹優花 夏野菜和風グラタン 
 汁物 笠松中学校３年　岩田夏波 えだまめの夏元気に過ごせるスープ 

笠松中学校生徒が考案した給食を食べる児童 
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　笠松消防出初式が１月１２日、消防団員と関係

者約１５０人が出席して行われました。 

　中央公民館で開かれた式典では、平成２５年

度消防定例表彰が行われ、来賓の方々からは、

日ごろの消防活動に対する感謝や激励のことば

をいただきました。また、式典終了後には、町女性

防火クラブの皆さんから、温かな手作りのぜんざ

いが提供され、団員の労をねぎらっていただきま

した。 

　このあと、本町通りでの分列行進に続いて、笠

松みなと公園で一斉放水が行われ、防火への誓

いを新たにしました。 

　式典で表彰された方は、次の皆さんです。 

 （敬称略） 

本町通りを分列行進する消防団員 

教育功労者を表彰 

　平成２５年度羽島郡二町教育功労者表彰が

１２月４日、岐南町役場で行われ、羽島郡内の教育・

文化・体育の振興発展に長年貢献し表彰された

方は、次の皆さんです。 

当町関係分（敬称略） 

　土岐塚の土地の管理 田島友行（無動寺） 
　笠松小学校教頭 藤井俊満 

○岐阜県知事表彰（伝達） 
【永年勤続功労章】淺野勝彦 
【勤続功労章】河合秀三 
【功労章】清水修二、森秀昭、松原直樹 
【消防団員優秀家族賞】 
 松原佳子、津田笑子、森幸代 

○岐阜県消防協会長表彰（伝達） 
【特別感謝章】日比野照夫 
【功績章】杉山雅郁 
【勤労章（２０年）】川出一彦 
【勤労章（１５年）】松原繁俊、岩瀬可尚 
○笠松町長表彰 
【永年勤続特別功労章】名和幸彦、淺野勝彦 
【功労章】黒坂知弘、佐藤大介、森光章、 

坂健太郎 

○笠松町消防団長表彰 
【功労章】伊藤公人、南谷好宏 
【功績章】森英二、大橋祐希、伊藤亨、 

渡邉達也、工藤竜児 

【精績章】廣瀬正道、中村寿一、栗山喜代司、 
川本実、後藤良則、速水絢朗、 

今村大介、児玉芳弘、下鍛治学、 

岡田博、西山国男、浅野伸泰、 

林宏和 

【勤労章（３５年）】日比野照夫 
【勤労章（３０年）】石神喜治 
【勤労章（２５年）】名和幸彦、淺野勝彦 
【勤労章（２０年）】川出一彦 
【勤労章（１５年）】松原繁俊、岩瀬可尚 
【勤労章（１０年）】津田進治、佐藤勝則、堀佳裕、 

田中光幸、森敦史、川原史也 

【勤労章（５年）】岩田裕資、南谷好宏、 
伊藤公人、森佑一 

○岐阜県女性防火クラブ運営協議会長表彰（伝達） 
【優良章】服部好子、赤塚日出子 

教育功労者と関係者の皆さん 

郡二町教育委員会 

防火への誓い新たに 笠松消防出初式 
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　１２月３１日に満１００歳を迎えられた篠倉チエさ

ん（田代）を広江町長が訪ね、長年にわたり地

域の発展に寄与されてきたことを感謝するととも

に長寿をお祝いし、長寿者褒賞金を贈呈しました。 

　町長から「おめでとうございます。いつまでも

お元気で」と祝状を手渡されると、丁寧にお辞儀

をされ、「ありがとうございます」と笑顔を見せま

した。 

広江町長と篠倉チエさん（右） 

　新成人の集いが１月１２日、中央公民館で行わ

れました。今年は２１２人が成人の仲間入りをし、

集いには１６２人の皆さんが出席しました。 

　式典の後、オープニングセレモニーとして新成

人の手作りによる映像が上映され、会場のあちら

こちらから歓声があがりました。続いて、恩師を囲

んでのティーパーティーが行われ、久々に再会し

た懐かしい友人と、近況や将来を語り合うなど、

新成人としての決意と新たな希望に満ちたひと

時でした。 

212人がおとなの仲間入り 
新成人の集い 

百歳おめでとうございます 
篠倉 チエさん 

成人を祝い、乾杯をする新成人 

　木曽川凧あげまつり実行委員会主催による「第

９回木曽川凧あげまつり」が、１月１９日笠松町民

米野運動場で開催されました。 

　参加者が思い思いに凧あげに興じるなか、凧

あげ名人が珍しい凧をあげて訪れた人を楽しま

せました。 

　また会場では、子どもたちが事前に作った凧の

審査会や地元の特産品販売が行われ、親子連

れなどで賑わいました。 

新春に凧あげを楽しむ 
木曽川凧あげまつり 

青空に舞い上がる、さまざまな凧 
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　平成25年分所得税の確定申告と平成26年度町県民税（住民税）の申告相談がはじまります。 
　確定申告や町県民税の申告は、町県民税の課税資料となるほか、国民健康保険税や介護保険料
の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。 
　例年、申告期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませましょう。 
　なお、住宅借入金等特別控除や医療費控除などの還付を受けるための申告書は、2月17日以前でも
税務署へ提出することができます。 

◎役場税務課職員による所得税の確定申告と町県民税の申告受付相談日（●印は相談日） 
【受付時間】午前９時～午後５時（正午から午後１時までを除く） 
なお、午前８時３０分から整理券を配付しますが、混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。 

　役場住民課ロビーでの申告受付は2月24日（月）からです。 
　２月１７日（月）から２１日（金）までの間は、役場税務課窓口での申告受付は行いませんのでご注意ください。 
　土地建物や株式などの譲渡所得や贈与税の申告は、岐阜南税務署の確定申告会場（マーサ２１など）
をご利用ください。 

月 役　場 日 曜日 月 役　場 日 曜日 松枝公民館 総合会館 
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税の申告はお早めに 
2月17日から3月17日まで 

◎岐阜南税務署の確定申告会場　会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。 

◎税理士による無料税務相談所　会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。 

贈与税・譲渡所得・山林所得の申告相談は行っておりませんので、ご了承ください。 

開設期間中、税務署では申告書の提出はできますが、確定申告会場は設けておりませんので、ご了承ください。 

会　　　　　場 受　付　時　間 

各務原市産業文化センター　あすかホール 
各務原市那加桜町2丁目186番地 

午前9時30分～午後4時 
（正午から午後1時を除く）　 

開　設　期　間 

2月17日（月）～28日（金） 
（土、日曜日は除く）　 

会　　　　　場 受　付　時　間 

マーサ21　4階マーサホール 
岐阜市正木中1丁目2番1号 

各務原市産業文化センター　あすかホール 
各務原市那加桜町2丁目186番地 

午前9時～午後5時 
 

午前9時30分～午後4時 

開　設　期　間 

2月14日（金）～3月17日（月） 
（土、日曜日は除く）　 

土、日曜日は開設していませんが、2月23日（日）、3月2日（日）の2日間に限り、開設します。 

2月17日（月）～28日（金） 
（土、日曜日は除く）　 

申告が必要かどうかチェックしてみましょう　8ページへ 

特 集 税の申告はお早めに 
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申告に必要な書類など 

給与・公的年金などの場合 
所得の計算に 
必要な書類 

主な控除の 
計算に必要な 
書類 

その他の 
持ち物 

事業所得・不動産所得・ 
農業所得など 

社会保険料控除 

生命保険料控除・地震保険料 
（旧長期損害保険料）控除 

医療費控除 

障害者控除 

・印鑑（朱肉を使うもの。シャチハタは不可） 
・所得税の還付が発生する場合は、申告者名義の金融機関口座番号がわかるもの 

源泉徴収票（原本） 
　収支内訳書をあらかじめ作成してお持ちください。 
（作成できない場合は、収入額や必要経費額が確認できる帳簿、
領収書などをご用意ください） 
　国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年
金保険料・任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書 
※国民年金保険料は、日本年金機構から送付された控除証明書 

　保険会社発行の保険料控除証明書（原本） 

　医療費の領収書（平成25年中の領収印があるもの）、生命保
険などで補てんされた金額がわかる書類 
※領収書はあらかじめ合計額を計算してお持ちください。 
　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などを申
告時に提示してください。 

珈町県民税（住民税）の申告 
　平成２６年１月１日現在、笠松町内に住んでいて、平成２５年中に所得があった方は町県民税の申告が
必要です。ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。 
①平成２５年分の所得税の確定申告をした方 
②勤務先から町へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方で、給与以外の所得がなく、追
加する控除などがない方 
※平成２５年中に収入がない方でも、所得証明が必要な方や、国民健康保険税の軽減、国民年金保険
料の免除を受ける場合は申告が必要です。 

玳公的年金受給者の確定申告不要制度 
　平成２３年分の所得税から、公的年金等の収入金額が４００万円以下で、公的年金以外の所得金額が
２０万円以下の場合は、確定申告をする必要がなくなりました。ただし、次のことにご注意ください。 
①医療費控除などで所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出する必要があります。 
②公的年金以外の所得金額が２０万円以下で確定申告が不要な方でも、町県民税の申告は必要です。
また、年金の源泉徴収票に記載されていない控除などを町県民税に適用する場合も、申告が必要です。 

珎要介護認定を受けた方の障害者控除 
　平成２５年１２月３１日現在、６５歳以上の方で、要介護認定を受け、一定以上の障がいがあると認められ
る方は、申請により本人または扶養者の障害者控除の対象となる場合があります。ただし、控除を受ける
ためには認定書が必要です。介護保険証・印鑑を持参のうえ、福祉健康課で申請してください。 

〈岐阜南税務署からのお知らせ〉確定申告は正しくお早めに!! 
　所得税や復興所得税・贈与税の申告と納税 3月17日（月）まで 
　消費税と地方消費税の申告と納税 3月31日（月）まで 
　確定申告書の作成には、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 

　「税務相談」に関するお知らせ 
①電話による税務相談　岐阜南税務署（蕁２７１‐７１１１） 
　自動音声案内によりご案内しますので、次の該当番号「０」～「２」を押してください。 

②インターネット上の税務相談「タックスアンサー」のご案内 
タックスアンサーを利用するには、インターネット環境にあるパソコンや携帯電話で「タックスアンサー」
で検索してくだい。（http://www.nta.go.jp/taxanswer）　 
よくあるご質問に対する回答を、税金の種類ごとに提供しています。 

確定申告 web検索 

0 

1 

2

所得税、消費税、贈与税の確定申告に関するご相談（3月17日までの期間のみ設定されています） 

上記「0」以外の国税に関するご相談 

税金の納付相談、還付のお問合わせなど、税務署職員にご用の方 

特 集 税の申告はお早めに 
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申告が必要かどうか、チェックしてみましょう 

町県民税の申告をしてください。7ページ珈をご覧ください 

スタート 

今年の1月1日現在、
笠松町に住んでいま
したか。 

笠松町への町県民税の申告は必要ありません。 
※今年の1月1日現在に住んでいた市町村に確認してください。 
（ただし、確定申告が必要な場合は、現在の住所地の税務署で申告
してください） 

前年中に収入はあり
ましたか。 

給与収入のある方 

申告の必要は
ありません。 

申告の必要は
ありません。 

年末調整は終わっ
ていますか。 

追加する控除（扶
養・住宅借入金・医
療費など）はあり
ますか。 

給与以外の所得は
ありますか。 

給与以外の所得は
20万円以下です
か。 

年金収入のある方 
7ページ玳をご覧ください 

公的年金等の収入
は400万円以下
ですか。 

追加する控除（扶
養・住宅借入金・医
療費など）はあり
ますか。 

公的年金以外の所
得はありますか。 

公的年金以外の所
得は20万円以下
ですか。 

事業所得（営業・不
動産・農業など）・
その他の収入のあ
る方 

所得税を計算して、
税額が生じますか。 

笠松町内の親族に扶
養されていますか。 

確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

町
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

7
ペ
ー
ジ
珈
を
ご
覧
く
だ
さ
い
 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

はい いいえ 

はい はい 

いいえ 

はい 

【問 合 先】税務課 

特 集 税の申告はお早めに 

� 平成26年2月1日■第1041号 



定住促進助成 
産業振興支援助成　　対象期間を平成29年1月1日まで延長 

　産業の振興を目的に、笠松町内で新たに事業所の設
置や設備投資をした場合に「産業振興支援助成金」を
交付しています。 

【対象となる事業所】 
　次の①～⑥すべて満たす法人または個人 
①笠松町内に事業所を有する法人または個人（新たに事業所
を設置する場合を含む） 
②平成２９年１月１日までに投下固定資産を取得し、１年以内に
操業を開始した法人または個人 
※操業開始とは事業所の設置、または償却資産などを実際
の事業の用に供することをいいます。 
※投下固定資産の範囲 
（１）操業開始前３年以内に取得した土地 
（２）操業開始前１年以内に取得した建物 
（３）操業開始前１年以内に取得した償却資産（耐用年数

５年未満のものは除く） 
③新設または増設しようとする投下固定資産の総額が１千万円
以上であること 
④町税などに未納がないこと 
⑤性風俗特殊営業など助成の対象とならない事業を行ってい
ないこと 
⑥事業を行うにあたり、関係法令や条例などに違反していない
こと 

【助成期間】 
　操業開始後、初めて固定資
産税が課税された年度を含め
て３年間 
【助 成 額】 
　投下固定資産に対して課税
された固定資産税の納付相
当額 
【問 合 先】 
環境経済課　蕁３８８‐１１１４ 

産業振興支援助成金 

　笠松町内に住宅を新築または
新築住宅を購入し、入居された方
に「定住促進助成金」を交付して
います。 

【対象となる方】 
　次の①～④すべて満たす方 
①平成２６年１月２日から２９年１月１日までに新
築住宅を取得し、入居された方 
②笠松町内に住所を有している方 
③住宅に入居する世帯全員の町税などに未
納がないこと 
④住宅取得時に、関係法令や条例などに違
反していないこと 

【対象となる住宅】 
　玄関、台所、トイレ、居室を有し、利用上の独立
性を有する新築住宅（賃貸住宅を除く）であること 
【助成期間】 
ア　一般住宅（イ以外の住宅）　３年度分 
イ　３階建て以上の中高層耐火住宅など　５年度分 
【助 成 額】 
　住宅に課税される固定資産税の額 
【問 合 先】税務課　蕁３８８‐１１１２ 

定住促進助成金 
新築住宅を取得された方に交付します 

新しく事業所の設置や設備投資をされた方に交付します 
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公共機関などを名乗る「かたり商法」にご注意!!
　確定申告が始まるこの時期に多く発生する消費者トラブルが「かたり商法」です。 
　公共機関（税務署、消防署、警察、役場、年金事務所など）や有名企業の職員やその関係者である
かのように装い、還付金があるなど嘘の情報で手数料の支払いを求めたり、商品やサービスの契約をさ
せようとするものです。 

・税金や年金の還付は、ハガキなどで事前に通知されます。必ず相手を確かめましょう。即答を避け、
いったん電話を切りましょう。 
・公共機関に電話などで確認してください。 
・公共機関が銀行のATMの操作を求めることは絶対にありません。 
・他人には家族構成や財産、口座番号、暗証番号などを絶対に教えてはいけません。 

困ったときは、消費者ホットラインや県民生活相談センターに相談しましょう。 
◆相談連絡先 

消費者ホットライン 蕁０５７０‐０６４‐３７０ 
県民生活相談センター 蕁２７７‐１００３ 
警察安全相談室 蕁２７２‐９１１０ 
役場環境経済課消費生活相談窓口 蕁３８８‐１３０１ 

（第１・第３月曜日は専門相談員による相談も開催　１８ページ参照） 

かたり商法の手口 

被害にあわないために 

①「こちらは、○○税務署です」 

「税金が還付されます」 
などとかたり、 
「口座番号を教
えて」 
「振り込むために
事前に手数料を
納めて」と指示
してきます。 

②「こちらは、○○年金事務所です」 

「年金が還付されます」などとかたり、「余分
に納めた分を還付するから口座番号を教えて」
「還付金をATMで送金しますからこちらの
言うとおりに操作して」と 
指示してきます。 

③「こちらは、○○警察署（○○交番）です」 

「キャッシュカード（クレジットカード）の情報が
盗まれています」などとかたり、「取り戻すた
めに通帳の
口座番号、
カード番号、
暗証番号を
教えて」と
指示してき
ます。 

④「○○消防署から来ました」 

「法律が変わりました」 
「今後は使え
なくなります」
などとかたり、
商品やサービ
スを販売しよう
とします。 
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菜の花の注目成分 

βカロテン 

カルシウム 

鉄分 

ビタミンC

強い抗酸化作用により、老化やがん予防に
効果的です。また、皮膚・粘膜の健康維持
に欠かせません。 

肩こり・イライラの解消や骨を丈夫にして、
骨粗鬆症を予防します。 

貧血予防に効果的です。 

ウイルスに対する抵抗力や免疫機能を高
めます。美肌効果も期待できます。 

こつ そ しょう しょう 

　食卓に春の訪れを告げる菜の花は、2月からお
いしい時期を迎えます。 
　咲く前のぷっくりとしたつぼみや太い茎、柔ら
かい葉を丸ごと食べることのできる花野菜です。
花を咲かせるための栄養がぎっしり詰まっている
つぼみは、栄養満点です。 
 
 

【問合先】福祉健康課 

シリーズ⑪ 
菜の花をおいしく食べよう 菜の花をおいしく食べよう 

菜の花 
パプリカ（赤） 
ミックスビーンズ 
（水煮缶） 
玉ねぎ 
（すりおろし） 
しょうゆ 
みりん 
酢 
オリーブオイル 

1束 
1/2個 
50g 
 
小1/2個 
 
小さじ1 
小さじ1 
小さじ1 
小さじ2

日枝のおゆき② 
ひ えだえだ 

日枝のおゆき② 
ひ えだ 

◆材料（2人分）◆ ◆作り方◆ 
①菜の花は塩を加えた
熱湯でさっと茹で、ざ
るに上げて冷ます。
2cmの長さに切る。 

②パプリカは1cm角に
切り、塩を加えた熱湯
でさっと茹で、冷ます。 

③ミックスビーンズ缶の
水気をきる。 

④ボウルにAの材料を合
わせておく。 

⑤①②③の材料を④で
和える。 

栄養士が季節の献立を紹介します 

今月のメニュー 
　菜の花と 
　ひよこ豆の 
　サラダ 

A

そんなある日、村 
むら 

人 
びと 

は、お宮 
みや 

さまの拝 
はい 

殿 
でん 

にたてこもり、いっしんに神 
かみ 

に祈 
いの 

る僧 
そう 

の姿 
すがた 

をみた。二 
ふつ 

日 
か 

もその祈 
いの 

りは続 
つづ 

いたで 

あろうか。とつぜん拝 
はい 

殿 
でん 

から飛 
と 

び出して 

きてさけんだ。 

「 みなさん、きいてください。このあた 

たかさは、村の鬼 
き 

門 
もん 

（東 
とう 

北 
ほく 

）に熱 
ねつ 

病 
びょう 

神 
がみ 

がいて、雪 
ゆき 

姫 
ひめ 

をとりおさえているため 

ですぞ。 」 

村 
むら 

人 
びと 

はびっくりして僧 
そう 

をみつめた。 

「日 
ひ 

枝 
えだ 

明 
みょう 

神 
じん 

のおつげでは、熱 
ねつ 

病 
びょう 

神 
がみ 

を追 
お 

い 

はらうには、大 
おお 

釜 
がま 

で湯 
ゆ 

をにたて熱 
ねつ 

病 
びょう 

神 
がみ 

を焼 
や 

きはらうとよいと申 
もう 

されています。 

そうすれば、雪 
ゆき 

姫 
ひめ 

が雪 
ゆき 

をもって村へく 

るのです。 」 

いい終 
お 

わると僧 
そう 

は、おごそかに手を合 

わせた。 

しばらくして村 
むら 

人 
びと 

の中にざわめきがお 

こった。 

「や い。くそぼうず、源 
げん 

斉 
さい 

とかいったな 

あ。いくらお坊 
ぼう 

さまやって、わたしら 

の氏 
うじ 

神 
がみ 

さまが、よそ者 
もん 

のあんたにおつ 

げしなさるはずがないわ。 」 

「 そうじゃ。この氏 
うじ 

神 
がみ 

さまはわたしらの 

守 
まも 

り神 
がみ 

じゃ。その神 
かみ 

さんがわたしらを 

さしおいて、あんたさまにおつげなさ 

るはずがない。 」 

「や い 源 
げん 

斉 
さい 

。わしらはなあ、なけなしの 

米をそなえ、わが子にくわす野 
や 

菜 
さい 

さえ 

も供 
そな 

えて祈 
いの 

ったんじゃ。そのわたしら 

をさしおいておまえさまに…。 」 

村 
むら 

人 
びと 

のののしりを聞いていた源 
げん 

斉 
さい 

は、 

すっと立つと、おもおもしく語 
かた 

った。 

（つづく） 
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B O X
情 報
B O X
情 報
B O X
情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

　２月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。
また、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認し受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

11 

16 

23

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

お お し ろ 内 科  

岐 南 町 八 剣  

岐南町上印食  

笠松町上本町  

笠 松 町 門 間  

岐 南 町 野 中  

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180 

249‐1366

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

11 

16 

23

三 輪 歯 科 医 院  

さかえ歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

ゴトウ歯 科 医 院  

西垣歯科クリニック 

笠松町円城寺  

岐 南 町 伏 屋  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

笠 松 町 北 及  

387‐6110 

240‐0644 

387‐9981 

246‐7215 

387‐5900

休日急病診療（内科・歯科） 
福祉健康課 

お知らせ
 

　郡内の休日急病診療は、輪番による在宅当番
医制で、年間を通じて安定的に休日の内科・歯
科診療を実施していますが、周辺の休日診療の
状況や郡内の休日急病診療の実情、救急医療
体制の整備などを考慮して、次のように診療時間
の見直しを実施させていただくことになりました。 
　皆様のご理解とご協力をお願いします。 
【変更時期】平成２６年４月６日（日）から 

【健康を守るために】 
　普段から「かかりつけ医」を持ち、体調が優れ
ないときは診療時間内に早めに受診するようにし
ましょう。 
【問 合 先】福祉健康課 

4月から 
休日急病診療（内科・歯科）の 
診療時間を変更 福祉健康課 

お知らせ
 

　平成２６年４月１日から、町役場本庁舎と町の出
先機関の執務時間を変更します。皆様のご理解
をお願いします。 

現　行　午前8時30分～午後5時30分 
⇩  

変更後　午前8時30分～午後5時15分 

4月から執務時間を変更 
総務課 

お知らせ
 

現　行 

内科 

歯科 

午前9時～午後4時 
（昼休み1時間あり） 

午前10時～午後4時 
（昼休み1時間あり） 

変更後 

午前9時～午後2時 
（昼休みなし） 

午前9時～午後1時 
（昼休みなし） 

【問 合 先】総務課 
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総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

グループワーク 福祉健康課 

♪親子で楽しむ人形劇♪ 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
子育て支援センター 

 
２月１２日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【持 ち 物】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やこころの悩みをお持ちの方
の憩いと交流の場として、グループワークを開催
しますので、お気軽にご参加ください。 

２月２０日（木） 午前１０時～午後１時 
福祉健康センター 
調理 
エプロン・タオル 
２００円 
２月１３日（木） 
福祉健康課 

 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご参加ください。 

２月２６日（水） 午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
２月１９日（水） 
福祉健康課 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験 福祉健康課 

お知らせ
 

お知らせ
 

お知らせ
 

麻しん風しん混合予防接種 
第2期 福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
 
【問 合 先】 

　麻しん風しん混合予防接種第２期の対象の方
は、接種期間が３月３１日までです。 
　まだ接種をされていない方は、早めに接種を受
けてください。 
　なお、４月１日以降に接種を受ける場合は、全額
自己負担となりますので、ご注意ください。 

平成２５年度中に６歳になる幼児 
平成１９年４月２日～２０年４月１日生まれの方 
福祉健康課 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　「何か健康に良いことをしたい」「体重を落とし
たい」などお考えの方は、ぜひご参加ください。 

２月１７日（月） 
午後１時３０分～３時３０分 
福祉健康センター 
無料 
２月１４日（金） 
福祉健康課 

慢性腎臓病（CKD）予防の 
健康教室 福祉健康課 

お知らせ
 

体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 3月分 

テニスコート 
運 動 場 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

2月25日（火） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後7時45分～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

　みなさんのあたたかい思いやりが、
助け合いの輪を広げます。ぜひ献血
にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

2月28日（金） 
福祉健康センター 

松 波 総 合 病 院  

（長池） 

（田代） 

9：00～12：00 

13：30～16：30

献血 福祉健康課 お願い
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本 社  ● 〒５０１-６０６５ 岐阜県羽島郡笠松町門間２２８８-１ 
TEL０５８-３３８-２３６６㈹　FAX０５８-３８８-２３６７ 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「性別にこだわらないで子どもの個性を伸ばしましょう」 
●職場では 
「男女ともに育児、介護休業の取得を進めましょう」 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【講　　演】 
第１部 演題  

講師  
第２部 演題  
 

講師  
【参 加 料】 
【定　　員】 
【申込方法】 
 
 

ハガキ 
 
 
 
F A X  
メール 

【申込期限】 
【問 合 先】 

２月２３日（日） 
午後１時３０分～３時３０分 
ホテルグランヴェール岐山 
２階カルチャーホール（岐阜市柳ヶ瀬通６‐１４） 
 
『口の中が気になるけれど』 
式守道夫教授（朝日大学歯学部） 
『手術前後の口腔ケアの効果とその
大切さ－早期回復退院のための秘訣－』 
長縄吉幸先生（大垣市民病院） 
無料 
１００人程度 
参加希望日時、住所、電話番号、氏名、

職業を記入の上、ハガキ、FAX、メールなど
でお申し込みください。 

〒５００‐８４８６ 
岐阜市加納城南通り１‐１８ 
岐阜県歯科医師会内 
「口腔がん対策推進会議 講演会」係 
２７６‐１７２２ 
office@gifukenshi.or.jp 
２月１７日（月） 
岐阜県歯科医師会　蕁２７４‐６１１６ 

県民公開講座 
お口の健康を一緒に考えてみませんか? 
－口内炎?ひょっとして口腔がん?－ 

県歯科医師会 

お知らせ
 

　妊婦さんとその家族を対象に、妊娠中の健康
管理に関する話や妊婦さん同士の交流、パパの
妊婦疑似体験を行います。 
　これからパパ・ママになる皆さんと交流しなが
ら楽しいひと時を過ごしましょう。 
【日　　程】※予約は必要ありません。 

【場　　所】福祉健康センター 
【持 ち 物】母子健康手帳 
【問 合 先】福祉健康課 

プレパマクラブ 
福祉健康課 

お知らせ
 

　建物の老朽化に伴い、歴史民俗資料館は建
て替え工事に入ります。その準備のため、２月１７日
から休館します。 
　また、３月３日から仮事務所を北事務所２階（福
祉会館隣）に開所します。なお、電話番号は変更
ありません。 
　しばらくの間ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。 

建て替えのため休館と移転します 
歴史民俗資料館 

お知らせ
 

月日（曜） 内　　容 時　　間 

2月26日（水） 

3月26日（水） 

パパの妊婦疑似体験 

妊 娠 中 の 歯 の 健 康  
13：00～14：30

※妊婦さん同士の交流会、マタニティ相談も実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　平成２６年４月１日から、消費税率と地方消費税
率が引き上げられることとなりました。 
　引き上げ後の税率は、消費税率と地方消費税
率の合計で８％になります。 
　国税庁ホームページでは、特集ページを設け
て消費税法の改正内容などをお知らせしています。 
　また、事業者の方が値札などで価格を表示す
る場合に「税抜価格」で行うことができる「総額
表示義務の特例」も、事例集により分かりやすく
説明しています。 

岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

消費税法が改正されます 
岐阜南税務署 

お知らせ
 

ひ けつ 

�� 平成26年2月1日■第1041号 



INFORMATION�BOXINFORMATION�BOX

対象となる家電製品 

・エアコン（室外機も含む） ・テレビ 
　（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式） 

・冷蔵庫・冷凍庫 ・洗濯機・衣類乾燥機 

◆不用品回収業者を利用しないでください! 
　家庭から家電などのごみを回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要ですが、ほとんどの不
用品回収業者は許可を得ておらず、回収された家電類の多くが不適正に処理され、国内外での環
境汚染につながっています。 
◆家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は家電リサイクル法に基づく処分を! 
 
 
 
 
 
 
 
 
①購入先、または買換えした小売店に引き取りを依頼する。 
②最寄りの郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、自分で「指定引取場所」に直接搬入する。 
《指定引取場所》・佐川急便㈱岐阜店（各務原市大野町７‐１１５　蕁３８０‐０７８６） 

・西濃運輸㈱岐阜支店（岐阜市柳津町流通センター３‐１‐１　蕁２７９‐２２２９） 
③最寄りの郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、町の収集運搬許可業者へ運搬を依頼する。 
《町の収集運搬許可業者》・高島衛生工業㈲（岐南町平成６‐１１０　蕁２４８‐００８９） 

・㈲内田商会（笠松町大池町９‐１　蕁３８８‐１００６） 
④「家電リサイクル券」を取り扱える町の収集運搬許可業者（③と同じ）に処理・運搬を依頼する。 
※① ③ ④の場合、リサイクル料金のほかに「収集運搬料金」が別途必要となります。金額などは依頼
先に確認してください。 

◆パソコン（ディスプレイも含む）は、各パソコンメーカーに直接回収申し込みを! 

◆その他の家電　町の「金物・ガレキ」の収集日に出してください。 
【問 合 先】環境経済課 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

その捨て方で大丈夫?　－いらなくなった家電製品の処分方法－ 
環境経済課 

お知らせ
 

リサイクル処理方法（次のいずれかの方法で処理してください） 

「家電リサイクル券」の詳しい説明やリサイクル料金のお問い合わせ 
一般財団法人　家電製品協会　家電リサイクル券センター 
蕁（フリーダイヤル）０１２０‐３１９‐６４０　受付時間　午前９時～午後５時（日祝は除く） 
ホームページ　http://www.rkc.aeha.or.jp　※メーカー別のリサイクル料金一覧などが掲載されています。 

自作のパソコンやメーカーが不明な場合の回収申込先とパソコンリサイクルに関するお問い合わせ 
一般社団法人 パソコン3R推進協会　蕁０３‐５２８２‐７６８５ 
ホームページ　http://www.pc3r.jp/ ※各メーカーのパソコン処分に関する情報、メーカー別パソコン回収窓口一覧、 

　申込手続き、メーカー別リサイクル料金一覧などが掲載されています。 
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

 
 
 
【募集対象】 
【募集人員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　「大名行列お奴」の毛槍の振り手として、４月１３日

の笠松春まつりに参加していただける熱意のあ

る方を募集しています。 

高校生以上 

２０人程度　※事前練習あり 

３月２０日（木） 

笠松大名行列お奴保存会事務局 

（中央公民館内） 

「大名行列お奴」毛槍の振り手 
笠松大名行列お奴保存会 

募 集 

やっこ 

 
 
 
 
【提 出 先】 
 
 
【問 合 先】 

　経済的な理由で就学困難な小・中学生の保
護者に必要な経費の援助を行っています。 
　平成２６年度に援助を希望される方は、申請手
続きが必要です。 

通学する学校 
※詳しくは、学校または二町教育委員会にご相談
ください。 

羽島郡二町教育委員会 
蕁２４５‐１１３３ 

就学費を援助します 
郡二町教育委員会 

お知らせ
 

 
 
【相談期間】 
【場　　所】 
 
【相 談 料】 
【問 合 先】 

　相続登記をはじめ、遺言、遺産分割協議など
の相談に応じ、適切なアドバイスをします。 

２月１日（土）～２８日（金） 
岐阜県内の司法書士会員事務所 
（執務時間内） 
無料 
岐阜県司法書士会事務局 
蕁２４６‐１５６８ 

相続登記はお済みですか 
県司法書士会 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　平成２６年４月に小・中学校へ入学されるお子
さんの保護者に、「入学通知書」を１月下旬に郵
送しました。入学式当日に学校へ持参してください。 
　なお、次に該当する方は、至急ご連絡ください。 
・入学通知書が届いていない方 
・入学通知書の記載事項に誤りのある方 
・指定された学校以外へ入学される方 
・住所を変更された方や入学日までに住所など
を変更される方 
※入学のご相談がありましたら、ご連絡ください。 

羽島郡二町教育委員会 
蕁２４５‐１１３３ 

入学通知書は届きましたか 
郡二町教育委員会 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【会　　場】 
【内　　容】 
 
 
【講師紹介】 
 

第6回「道徳のまち笠松」の 
つどい 教育文化課 

お知らせ
 

　「道徳のまちづくり条例」が制定されて６年にな
りました。心を育み行動につながる取り組みの一
環として、「道徳のまち笠松」のつどいを開催します。 
　今回は、林 覚乗氏に講演をいただきます。講
演では、日常のささやかな出来事の中に大きな価
値を見つけることで、心の豊かさや出会いのすば
らしさを説いていきます。 

３月１日（土） 午後２時～３時４５分 
中央公民館 ３階大ホール 
①道徳活動の紹介 
②林 覚乗（かくじょう）氏　講演 
　演題「心ゆたかに生きる」 
南蔵院（福岡県）第２３世住職。 

　平成７年にブロンズ製としては世界最大の釈迦
涅槃像が境内に完成。
現在「出会う人に明る
さを与えたい」と毎年
全国各地で２５０回以
上の講演を行っている。 

しゃ か 

ね はん 
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【職　　種】 
【職務内容】 
【雇用期間】 
 
 
【募集人員】 
【勤務場所】 
【勤務時間】 
【賃　　金】 
【通 勤 費】 
【応募方法】 
 
 
【応募・問合先】 

給食調理員 

学校給食の調理や洗浄などの業務 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

（再雇用は、その後の勤務実績により

契約更新あり） 

２人 

学校給食センター 

午前８時３０分～午後４時３０分 

時給９２０円 

片道２km以上　２,０００円 

町臨時雇用職員等求人登録票（町

ホームページからダウンロードできます）

を提出してください。 

学校給食センター 

学校給食センター臨時雇用職員 
学校給食センター 

������������	
	�	�
�����	�����

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

2月の開催日程 
10（月）.11（祝）.12（水）.13（木）.14（金） 
24（月）.25（火）.26（水）.27（木）.28（金） 

2/28（金） オッズパークグランプリ2014

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

募 集 

【雇用期間】 
 
【募集人員】 
【応募資格】 
【選考方法】 
【勤務場所】 
【業務内容】 
【勤 務 日】 
 
【日　　給】 
【勤務時間】 
【応募方法】 
 
 
 
 
【応募期限】 
【応募・問合先】 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
※年度ごとで更新あり 
１人 
５０歳までの女性 
面接など 
笠松競馬場 
主に投票所窓口発売業務 
笠松競馬開催日（９５日間） 
他競馬の笠松場外発売日（希望者のみ） 
日額５,７００円～６,６００円（交通費含む） 
午前１０時～午後５時１０分 
履歴書（写真添付）を県地方競馬

組合までに郵送または持参してください。
土日祝日の受け付けは行いません。 
※郵送による応募は、２月２０日の消印まで
有効 
２月２０日（木） 
岐阜県地方競馬組合投票労務課 
〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 
蕁３８８‐００３５ 

県地方競馬組合パート 
県地方競馬組合 

募 集 

 
 
 
 
【受付期間】 
 
【提出書類】 
 
【受付・問合先】 

　平成２６・２７年度の学校給食食材などの食料

品類、米穀類、缶詰類、乳製品類などの入札に

参加を希望される方は、入札参加資格審査書な

どを提出してください。 

２月３日（月）～１２日（水） 

午前９時～午後５時（土日祝日を除く） 

入札参加資格審査申請書などは、

給食センターにあります。 

学校給食センター 

学校給食用物資の入札参加資格 
審査受付 学校給食センター 

お知らせ
 

【日　　時】 
【会　　場】 
 
【テ ー マ】 
【講　　師】 
 
 
【入 場 料】 
【問 合 先】 

３月１日（土） 午後１時～４時 

犬山国際観光センター フロイデホール 

（愛知県犬山市松本町４‐２１） 

木曽川の水害  ～昔と今～ 

木曽川学研究会 

松田之利委員長、伊藤秋夫副委員長、

所史隆委員　ほか 

無料（申込不要） 

木曽川学研究協議会 

（各務原市木曽川文化史料館内） 

蕁０５８６‐８９‐６０５５ 

木曽川学シンポジウム 
木曽川学研究協議会 

お知らせ
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修 宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑 門間６６６ ☎388‐2178 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽 弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑 東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔 北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子 長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　道家嗣典 門間５２４ ☎387‐8055 
　杉山詞一 円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵 円城寺８７３ ☎387‐6110 

在宅相談　身体障害者相談員 
　河尻和男 北及１９０２ ☎387‐5788 
　堀場靖隆 円城寺９２９ ☎388‐3791 
　早水春生 西宮町１３１ ☎388‐0029 
　岩田賢一 田代９５０‐１ ☎388‐0068 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口一子 北及１５７８-２ ☎388‐3705

心配ごと相談

行 政 相 談  

人 権 相 談  

身体障がい者 
相談 

知的障がい者 
相談 

13：00～15：00 福祉会館 

9：00～15：00
役場 

環境経済課 

悩みごと相談 

消費生活相談 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

2月の相談・保健 

5日（水） 

19日（水） 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

3日（月） 

17日（月） 

 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

乳児健康診査 
 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 

 

 
歯みがき教室・ 

プレパマクラブ 

 

 

 

 

育児相談・ 

マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談 

 

 

 

 

 

転倒予防教室 

 

 

 
貯筋（ちょきん）くらぶ 

～筋力アップ教室～ 

 

骨こつストレッチ 

～畳の上で行う 

　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 

ふれあい喫茶 

～高齢者の憩いの場～

 

 

１２日（水） 

１３日（木） 

２７日（木） 

１８日（火） 

２７日（木） 

４日（火） 

２６日（水） 

４日（火） 

１２日（水） 

１９日（水） 

２６日（水） 

４日（火） 

１０日（月） 

１４日（金） 

２６日（水） 

６日（木） 

２０日（木） 

５日（水） 

１９日（水） 

１２日（水） 

２５日（火） 

２５日（火） 

４日（火） 

１０日（月） 

１４日（金） 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

 

福祉健康センター 

 

総合会館 

福祉会館 

・お休み 
・おはなしかい 

図書室 
からの 
お知らせ 

第3日曜日は家庭の日 

家族みんなで、寒さに負けない 
体力づくりに努めましょう。 

2月16日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

今月の納税・納付 

国民健康保険税 8期分 

後期高齢者医療保険料 8期分 

介護保険料 9期分 

保育料 2月分 

放課後児童クラブ利用料 2月分 

納期限 2月28日（金） 

２８日（金） 
８日（土） 
午前１０時３０分～ 
中央公民館音楽室 
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お得な国民年金保険料の 
2年前納（口座振替）が始まります 

平成25年分公的年金等の源泉徴収票を交付しました 
 

　国民年金には、保険料をまとめて前払いすると割引になる前納制度があります。平成２６年４月か
ら、割引額が２年間で１４,０００円程度となる大変お得な「２年前納（口座振替）」が始まります。 
　○２年前納は口座振替のみご利用が可能です。 
　○お申込み期限は毎年２月末までです。 
　詳しくは岐阜南年金事務所へお問い合わせください。 

　平成25年中に厚生年金保険、国民年金などの老齢または退職を支給事由とする年金を受けと
られた方に、平成25年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせ
する『平成25年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構から郵送しました。 
　公的年金等の源泉徴収票は、所得税の確定申告の際の添付書類として必要となりますので、
大切に保管してください。 
　源泉徴収票を紛失されたときの再交付の受付は「ねんきんダイヤル」で行っています。ご本人の
基礎年金番号、氏名、住所、生年月日と電話をおかけになった方の氏名、ご本人との続柄、電話番
号を確認させていただき、日本年金機構に登録されているご本人の住所へ郵送します。 
ねんきんダイヤル　0570‐05‐1165

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

ちょっとした朝の出来事 

 
 
 
 
 
 
　岐阜県で、１年間に１００人を超える人が、交
通事故によって尊い命を落としています。人
身事故件数も８千件を超え、いつどこで、誰に
対して起きても不思議ではありません。また、
小中学生が被害者ではなく、自転車などによ
って加害者になり、損害賠償を請求される事
例も出てきています。 
　こういった状況から、平成２５年１２月１日から
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、
自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、
道路の左側部分に設けられた路側帯に限ら
れることになりました。このように、私たちが安
全に生活するためにさまざまな規則が厳罰化
されていく流れは否定できません。 
　先日、通勤する時の出来事です。集団登校
中の小学生が、横断歩道を渡ろうとしている
場面に出会いました。朝の通勤時ですので、
車はなかなか止まってくれません。小学生た
ちは、横断歩道を渡ることができる瞬間をずっ

と待っていました。ちょうど、私が横断歩道手
前にさしかかろうとした時、前方から来た車が
一旦停止をしました。こちらもそれに合わせて
一旦停止しました。最初に、集団登校の先頭
の児童が左右を確認し横断します。横断し終
わると、再度左右を確認してから低学年の児
童を安全に渡していきます。最後の児童は車
のことも考え、足早に横断歩道を渡ります。上
級生が下級生の安全を考えて行動する姿を
見て、とても頼もしく感じました。しかし、この話
にはまだ続きがあります。全員が渡り終わった時、
最後に横断歩道を渡った児童が止まってい
た車の両運転手に向かって、深 と々頭を下げ
てくれました。 
　岐阜県では、子どもの交通事故防止のため
に「子ども自らが自動車ドライバーとの“アイ・コ
ンタクト”で安全を確認する」となっています。
つまり、規則を守ることはもちろん大切ですが、
「お互いの心も通わせなさい」と言われている
ように思います。 
　今回の朝の出来事から、子どもの姿を通して、
大人も学んでいくことが大切であることを再認
識させられました。そして何より、子どもたちか
ら温かい心をもらい、とてもすがすがしい気分
で一日を過ごすことができました。 

羽島郡二町教育委員会　☎245‐1133
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　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】２月２５日（火） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
4月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
4月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
4月号広報紙の表紙イラストを募集します 

書くことが好きな人集まれ まかな 要約筆記まつかさ 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

2 

1 

1 

0

減 

減 

減 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成26年 1月1日現在 

22,448 

10,811 

11,637 

8,467　 

ホームページアドレス ��������������	�
����������������

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 松原 愛紋 （無動寺） ちゃん 

ま つ  ば ら  あ  も  

松原剛・知世さんの子 
平成25年2月6日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成25年4月生まれの赤ちゃん 
応募期限　2月28日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 

ん 

に 

ち 

は 

こ 
Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

　「要約筆記」とは、耳が不自由な方に、その場の話を要
約して文字に書き、伝える活動をいいます。 
　平成24、25年に、基礎・応用課程52時間の講座を修了
し、要約筆記奉仕員になったメンバーの集まりです。 
　要約するには、身の回りの出来事がすべて学ぶ素です。 
耳の仕組みや福祉の学習、漢字練習、要約文の実技練
習などをしています。 
　どなたでも大歓迎!ぜひ要約筆記体験をしてください。 
【活動日】第２土曜日（午前１０時～正午） 

第４木曜日（午後７時３０分～９時）  
【場　所】松枝公民館　【連絡先】宮田愛子（田代） 蕁０９０‐１８３０‐３６８９ 

木村章太・加衣さんの子 
平成25年2月22日生 

木村 旺介 （県町） くん 

き  む ら  お う  す け  

おなまえ 
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